
情個審第373 1号

令和2年1 2月22日

山中理司様

情報公開・個人情報保護審査

理由説明書の写しの送付及び意見書又は資料の提出について（通知）

下記1の諮問事件について，別添のとおり， 当審査会に諮問庁（外務大臣）か

ら提出された理由説明書の写しを送付します。

また， あなたは，下記1の諮問事件について，情報公開・個人情報保護審査会

設置法第1 1条の規定に基づき，当審査会に対し，意見書又は資料を提出するこ

とができますが，当審査会において，下記2のとおり提出期限を定めたので，通

知します。

記

諮問事件

諮問番号：令和2年（行情）諮問第678号

事件名：公用旅券等の発給手続に関する文書の一部開示決定に関する

件

1

』

2 意見書又は資料の提出期限等

①提出期限

令和3年1月19日 （火）

②提出方法

任意の様式により作成した書面を，持参するか，郵送又はファックスで

情報公開・個人情報保護審査会事務局に提出してください。

また，提出された意見書又は資料は，情報公開・個人情報保護審査会設

置法第13条第1項の規定による送付をし，又は同条第2項の規定による

閲覧をさせることがあり得ますので，その適否についてのあなたのお考え

を，別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」に記入し，意見書



又は資料に添付してください。

なお，別紙において，諮問庁に対し，送付をし，又は閲覧をさせるこ

につき「差支えがない」旨の回答のあった意見書又は資料については，

査審議の効率化，争点の明確化等の観点から，特段の事情のない限り，

問庁に対し，その写しを送付することとしますので，御了承願います。

と
調
諮

連絡先 総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局

〒100-0014

東京都千代田区永田町1－11－39
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(別紙）

令和2年（行情）諮問第678号

提出する意見書又は資料の取扱いについて

情報公開・個人情報保護審査会御中

令和 年 月 日

(氏名）

この度情報公開・個人情報保護審査会に提出する意見書又は資料を，

諮問庁に対し，情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条第1項

の規定による送付をし，又は同条第2項の規定による閲覧をさせるこ

とは，

口差支えがない。

適当ではない。

（適当ではない理由）
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理由説明書（2020－00081）

外務省

1 経緯

当省は,令和2年5月25日付けで受理した審査請求人からの開示請求｢公用旅券及び外

交旅券の発給手続きが書いてある文書(最新版)」に対し,行政機関の保有する情報公開に関

する法律(以下「法」 という。 ）第10条2項による延長を行った後，対象文書19件を特定

し， 8文書を開示， 11文書を部分開示とする決定を行った(令和2年7月27日付け情報

公開第00799号，以下「原決定」 という。 ）。

これに対し，審査請求人は，令和2年8月6日付けで本件対象文書について，以下を求め

る旨の審査請求を行った。

（1）本件部分開示決定のうち， 「旅券発給事務又は事業に関する情報であり，公にするこ

とにより，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」として，法5条6号を理由に不

開示とした部分(以下「本件不開示部分」 という。 ）を取り消すとの決定を求める。

2本件対象文書について

本件審査請求の対象となる文書は，原決定にかかる別紙19文書のうち，文書1， 5， 1

2， 16， 17及び19の6文書である。

3原決定について

原決定において， 「公用旅券及び外交旅券の発給手続きが書いてある文書(最新版)」に関

し，本件開示請求受付時点で，当該対象文書19件を保有していたことから，同文書を以て

開示等決定を行ったものである。

4審査請求人の主張について

（1）本件部分開示決定のうち， 「旅券発給事務又は事業に関する情報であり，公にするこ

とにより，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」として，法5条6号を理由に不

開示とした部分(以下「本件不開示部分」という。 ）を取り消すとの決定を求める審査請求人

の主張について

ア審査請求人は， 「本件対象文書のうち，本件不開示部分が本当に法5条6号に該当する

かどうか不明である｡」旨主張している。

イ本件対象文書のうち，不開示とした部分は,旅券発給事務又は事業に関する情報であり，

公にすることにより，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法5条6号

により不開示とした。



」

5上記の論拠に基づき，当省としては,上記4のとおり，原決定を維持することが妥当で

あると判断する。

叩
別
車
令
凶
月
鯏
牌
可
寺
岱
呪
人
君
い
◆
Ｒ
漁
仏
今
誰
肉
卿

咄
γ
”
沌
帥
４
Ｊ

ヘ

Ｆ
１
↑
綴
』
．
Ｅ
叩
４
豹
◇
〆
作
ｒ
１
◇
が
搾
伸
附
肱
０
ト
イ
直
也
恥
叱
耶
鳴
峠
Ａ
喉
い
厳
〆
御
難
叱
誰
誌
Ｔ
い
ず

ノ

1日

I

侯
敲
」
“
Ⅱ r

Ｉ
心
◇
陣
、
ぐ
崎
や
Ⅱ

ｎ
Ｊ
、
ｏ
４
ｏ
〃
匙

｛

《
４

ｒ
ｌ
ｆ
４
Ｌ
令
〆
、
〆
１

９
口
望
げ
り
■
ｒ
６
，
，
■
４
０

；

4

へ

？
Ⅱ
■
押
串

１
１
１

、



(へ

(別紙）

文書1

文書2

文書3

文書4

文書5

文書6

文書7

文書8

文書9

文書10

文書11

文書12

文書13

文書14

文書15

文書16

文書17

文書18

文書19

（Ⅱ）国外旅券事務取扱要領公用旅券編

（Ⅲ）旅券用シールプレスの使用要領

（Ⅳ）旅券事務用諸物品及びその取扱要領

(V)旅券の種類

Ⅱ、外交・公用旅券編

7．非へボン式表記，別名併記及び長音表記の取扱い

8．電動タイプライタの使用方法(IC旅券冊子、貼付型（緊急）旅券冊子）

電動タイプライターのフォーマット (FMT)設定方法（平成28年4月改訂）

10．都道府県名へボン式ローマ字綴り表

11．査証欄増補の仕方(IC旅券）

在外公館コード表【平成31年1月1日摘要】

在外公館職員官職一覧表

14．続柄コーF表

付属資料4 ［令和元年12月改訂］国名等コー仮表″

公用旅券発給基準(内規）

公用旅券請求事務の手引き （省内旅券請求事務担当者向資料）

公用旅券請求事務の手引き（平成30年4月1日）

外交・公用旅券返納及び失効報告書（省内用）

外交旅券の請求手続（令和元年5月改訂）


